
① 他の車両の通行を妨害する目的で
一定の違反行為で交通の危険を生じさ
せるおそれ

罰則 ３年以下の懲役又は５０万円以下の罰金

罰則 ５年以下の懲役又は１００万円以下の罰金

あおり運転
令和２年６月３０日施行

一般社団法人広島県安全運転管理協議会

違反点数 ２５点 免許取消(欠格２年)

違反点数 ３５点 免許取消(欠格３年)

② 上記①を行い、高速道路などで相手車両を停
止させたり、 その他著しい交通の危険を生じさ
せた場合


